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Ⅰ　新築の会議場と開会演説
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第 3[Il1国連貿易開発公議とラテン・アメリカ
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叶年4月13Hより 5月21IJ内約5週間にわた→て 134

カ国の出席のもとに，チリりサンチャゴ市で第 3臼国連

貿易間発会議 (UNCTAD)が開催された (IIXCTAD加

盟国は 141カ国であったが 7カ国が欠席しビ。また今会

期中 142カ囚目の）Jll盟国として，バングラ・デシュの加

盟が誌められた）。

この会義の内容は，会設中からわが国に報道され，会

謡の成果もすでに多くの機会に発表されている。ここで

は，主として硲殷途上国，特にラテン・ア lI]力から、7,;.

た会議の成果をまとめてみることとしたい。

I 新築の会議場と間会演説

サンチャゴの中心街のアラメダ大通りを大統領官邸が

ら東へ10分ほどのところに，サンタ・ルシアの丘があり，

この丘の先に立派な UNCTAl)会議場がでぎ上）だヘ

このあたりは． ，1iし、 2階家や， :l, 4階連，，＇）ア） ：ートが

ならんでいたところであるが，＇ iLン・ボルハ地区都市内

間発によって高層じ）レ街へと一新された，私がサンチャ

ゴにきたときとは見違えるようにな，ー， l｝ことこ乙でもる。

チリ政府はこダ）会議のために，特に会滋場を (1-999}ごe そ

れもサン千ャゴにおける開催が決ヽJてから 1年もヵ‘)Jヽら

ぬ間に落成したり）であるか「，南米では玲し＼ヽ 9) -1：台の＿T．

事は1971年6月に1}廿始され， 330(l余人の労働者が昼夜誼

行で働ぎ． l1,、意5000万エスクードり出虞＇此幻ほか 100万ド

ルにのぼる諭人悩材を使用しているc 途中会議に間に [ì

わないのではな＼＇、かとし、う心配が伝えられ， アシゞ T ンデ

大統領自らが何度も激励にし、，,,t二ごの建物は 2万5000

平カメート 1レの会譲場の部分と， 70メート＇レ， 22階の市

務宅りタワーの二つり部分からなり， このような大ぎな

且際会義場はもちろん千 1)でははじめてである。会議後

ぱ Jーベル賞詩人の名をとって，エディフィシオ・ザヅリ

エラ・ミストラルと呼はれ、各種集会に利用されて'v‘‘ るへ

間会式に；t, このセ派な建物にアシ‘tンデ大統領が軍

如如噌ー：いとともに到笞しだ3 小柄ながら胸を張．＇た，

彼独得り歩き方で演壇にのぼ）て＼、、＜，そのかどに；土．

大統領； i)も5'，りは背幻高‘吋，、ホセ・トア国防大l';,:.「！＇v { 

ィゲ4務大臣などガ：付ぎそ，て'、-、,}二こ 0)時び）アィ、ェン

ギ・人民連合政怖をめくる内外の忙的；よい主だ平穏でも

―＇だ c 祈政潅成{f役］） 1年半に銅国有化，農地改革L「)仝

面実施，銀行］）国家管理移行等の大きな諸改革を行f；し、，

叩峠の再配分を実行しながら，←[業牛砕を増1』1させ，物

価の上月率を下げるという政策はかな，）り戊足を得て＇ヽ‘

た。対外ザJfこも．偵務繰延べ交戸がとにかく進んでいたゥ

そ刀役］） 1} 力月の経済的政治［jりな混乱と比—’ー：れは， こい）

時湖はまことに平稔陣秤の時期でふ，た。ホアン・フェ

Jレ十ンデス，烏からは，大きな伊納エビをわざわざ大星に

ど：)よせ， まだ普段；ilこ心、肉なしデーも UJ¥CTADI枠l

催咄間は中止とな）た。物貸1＜足もほとんどみられず，

今からふ＇）かえれば，し、わば嵐の加の静けさともいうべ

ぎ状態でもった。［月会式の州in，反政府各党合1い］での大

集会とデモが行なわれ， バトリシオ・エルウィン上院議

長（り激しい政府非難演説が外国晶者はの見守るなかで行

なi)れピが，いずれも整然と行なわれ，挑発も衝突もな

く無事に解散した。

もともと，この第 3 且 UNCTAD は—＾部の諸国の抵

抗にもかかわらず，チリ政府が招致したものであ 9，た。

；＇ュネーフ駐在のエルナン・サン，，クルース大使中米

I'ギ窮Cり推ナメキシコ 1111催に抗して，多数の国の支持を得

てサンチャゴ招致を成功させ，同大使は苅政権によヽ」て

任命されたにもかかわらずこの功禎で庁がつながったと

の襄話さえおるほどである。ナンチャゴ招致によ．ぅて，
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　第３回UNCTADに対するラテン・アメリカの準備

973020107.TIF
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アジェンデ政権は国の内外に，その威にを翡めるととも 呼は知、同じ J::うな聞服のうえ， 2, :,人でかにま て

に，各国代表，叫者団にチリの実店を見せ，決して独絨 し、ることが多り入ぅビ炉らである。｛まじめてmuN(―'TAI) 

的社会i義政権でなく，反対派(1)［印動を完全に謹す民l 文 1川でもるだ喜が発言ば少なうヽうだが、あし＼ゆる会滋：こ

iこ義Fで(1)礼会iこ義化をめざしてし'‘ることを9J、すどし、ら 姿を見せ，ふl裕こ1應心にIHIさし、、て I, るヽ：：：うで力＼ ’Lニ

強＼滋図がい＇ノ，どものと若えられる，

このtうな酎如＇）もとで，間公人にわけるア・，｀― I ン

大統領の演説はぎわめて格関の砂し、もel)で店 こ賃り・

企成 •IJIJ 発 (/)I:,J題の全てに 1) たり，｝匂公時間に j 、三，ム→•9 i；i[ 

況であ，た。先進Il」と発屎途上国］）格芥は主すますひろ

II 第：i[i_ll[ IN(.`＇「Al)に対すーる弓干>.了 i

l 1 1J U)準fiii

門］知v門ごとく、[l \•(`TAI) }J|1,'闘『］は，ア，．ア・アフ l!

がる •力であり，それは数字り上でい叫が、と lーー一ては，I,: 力謂[J.j[lA グ＇レ＇—/,先進語[―1[U) B 7‘‘ ，レーー＇， ）テン・

く、身体で感じる苦しさどしてわれわれは休覧'- (• 9・‘ る ア 'ii力おt［ドカリブ涌諸口'・l)Cゲルー 7cお上びti会 i

ァ I1))](「) 1人買 IJ叫民噌けが4:24(）ドレである りで多 罠者［司り］） ＂‘！レープからなるが，こりりち，発［応全上訊

故び）人が飢えて苫しんでおり｀ f・'・'ダ） ：：：＇）九 lOO(）万り人 1月が77カ1司会1義を拮成し，他のゲ，レー→に対して共迅：9）

11しかなし、一般I:！）発浪途上国の平均しり it t ＼・、条1'1、'・｝）IKI 、9因砂ぞ v'）をむ也的を作，てし、る、，一方児進晶I¥lは，（）E(_̀1)

でも， 60Jj A.のf供が，栄投失謁のだめ知記e'）完i汽ヌ合 を通じ＼ー[「XCTAI）け市（Iぅ詞撃をしてきてし、る。弓テ

逹を加 Jゞしれてし、-'.;)(そ-ーで新設杯：土公` i、りに従，-:ミ！l' ， ・ア，!')力諸国は， 上記八77カ国食義とは訓：こ` .:,‘, 
クを子供に無償配給してし‘る＼第 g次大ii戌i如．ご叩戊ドれ に尼成し＼ルで、こうテン・アメリカ符別調整委員公ど＼、

た，経済・通商の謀制度は？ゃiii壊し 9)バ応 I1，こ’)会回; :, I固惰 L,.、9し，し勺会義(.rヽり門家しへ＇レで i・公諮か行なわオl

のit要な課題は， これ；こ代わる祈し‘ヽ ‘;i』1及を腿汀ナ::,ヽ - うが＼を苗戎L, l「N(`TAI)おtびそげ）位．？l、部浅Iì［］，")

とにある, 1eJ応全日叡）累積ずる9{」外貨i向：t主ナ主十k t'iりI開発理市会!TDB1:::.豆lぞんでぎ';二

さくな，ており， こt!．）絹信見が頁鱈こ検』さ jしぢけiし：fな --（T) •，テン・アメ 1) 力砂り」調幣委は公＼略称l`l9:c:T.AI 

らない。また名囚籍大企業は政府川の協点 lf—均束に 1 叫 は，窮 lI 1) lll\CTAl) にんだ戸貿砂開発間題；こけ寸•

わりなく独目な行動をi]な，て，［大な岐碍昂をりえ.ゎ るラデン・ア I1)力の立場を→、「議して採択しだ，アル 7.

り，多囚籍企架に関する検討が行勺 i)れだければれ 1`、な ケf ンア't¥c')1青呻：、こ l勺＇と，）、第 1 同 lマN(TA] ）に•：

い。さらに大統領は各国は 191 囚の資贔こ叶するj—権を 191 01964年］？月に桔戊された。事務見はもぢ主わり l'翡 li仔

することを強調した，、これらは，債枠繰延ヽ、交．］し lTÌ 14，こおいれろう又 文団作戎等実'ti的なif]:）：l]）の仕中は`

間題 (UN(`'「Al)l!ili化と時を日じくこ．ご、ア::'_-_~ヂ政 諮ll:J恨It](cirganismo aseヽor) 、，｝こる ECLAが行な，、

権転投グ） 1ず胆性を含むITTの秘密文，1}ぶ！＇［リカで＇ )ti忍 ぎてし、る 結成以来すでに14日の会設とも乞，こり間元

され，チ！）では町の祈fillスタンドで叱い出され， liIT [` 2日 lJNCTADに心ぞんでは，テケン， Jゞマ忠外9(19()7 

キャンベーンがくりひろi｝られた）おヒび銅囚打化に閃 年）を採択し，また対米関（和こ関するラテン・アメ I) り

辿する紛糾などf-!J t'I身の泊祠げる間遠を1『鼠とするさ C内札逍の立場を明らかにしてアメ II力につきつけた， コ

びしい非難い）発言であ．）た。こげ）はか， UNCTADn強 ンセ ✓ ゞ‘’‘］・デ・ヒーニャ・デル・マル (1969年）も{f名

化，軍船によ，ご節約される資金によ．）て開発刀f心）c') であろ，

ファンドを作ることなどの提案を iit［い演説を終え＇こ， さて， ラテン・アメリカ諸国は，第 31el|UNCTAI)に

多数の聴来がつめかけて本会場ではド且を収容しきれ 先だバて， iiマ(')77カ国会歳り前に，やはりリマであっ

ず， 1い］時通成装i性のふる第 2会，義もこテレヒを据え，こ まり， 10日間にわた・って第 1巳I口iCECLA会議を開き，

こに多数の外囚伐表がつめかけたか，こ J)テしこは故降 ここで iiマl位足を採択し，貿易と開硲に関する祈たな 9

してはじめから見えず，結見廊 F)：地 1、直沿：c')・-,レじで lりしltと，兵I[1Jり行動を決定していだ-0

見るはめにな，．，だ。しかしこiしらい牧送はズベ 19:＇19廿た ラテン・アメリカ諸国は，このような共通(T）立場り）も

けで，域外国からの入々にはなtの毒であ，；＇こ＼、こし「）よ合 どで、そvii受9)77カ国会設に])ぞんだが，ここでは、 J'， 

な不仙はいろし‘ろあ-9とが， （ント0）とさ上りばし心ヽピ 思以上に他地域の発展途上渚［月とラテン・アメリカ(})立

の話であ・）た）。 湯い相違がII月らかになり， 1凋整ば容易ならざるものか応

会議場で一番ぷらだ，．＇たのは中 Iii!代長か姿であ)fこ 彼 'た。 一つ：i, 今佼特別待遇を与えしうとする，役発発
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　会議の進行

　国際通貨金融・援助問題・機構問題

973020108.TIF
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殷途日叶の定義とその特別待遇の内容の間題で，発況途

上囚の中では平均以 l•• のラテン・アメリカと、アブリカ

とでは利古の不一致は避けられなか 9 ノ‘fこまたこいには，

EECとアフリカとの特別特恵等(’-）間出も1見l連してし、るヘ

他の相違点としては， UNCTAi)内煎化1h悶に対する苔

え方の相違 IMFり）外で別にユニバーサルな通貨間遠

につい Cの国際会設を間くぅ否かに関する｝ばなどであ，

たといi)れる。これらは、第 :lI汀lUNCTAD vl本会議

にいたるまでも発展途日月間い意見c7叶II違どして！Lをひ

し‘て＼．、た。

ラテン・アメリカ諸国はさらに UNCl‘;\I）ト会議 •.1) 但

前，ボゴタで CECLA会義を間き， UNCl‘AI)叶策を

検討した。これらのし‘ずれり会義でも CECLAは文;iを

準備した3 これらの文料は，会議の推移に従，て，修止，

強化された後，第:,IりIlJNCTADに関‘:’-―ご．「ラテン・

アメリカと第 3回 UNCTAJ)」と題しこ発表さ 1い＇二こ

れは貿易と 1片l発間迎')あらゆる分野；二）とり、 450ペー／．

の大部いもので，ここで店しく紹介する余裕はなし、が，

前 2[11] lJNCT Af)に際しては扱われなか、，にラテン・

アメリカとわが国の関係に関する l¥が令国は’_)け加え

られた。なお CECLAは従来のアメリカむよび l3E(-̀

との地域レベルでの採触 CI紘義機関の設1競）につバぎ，

72年 9月の CECLA公液でわが国にも同様いア '1-'ー

チを行なうことを決定してし、る。

liI 会議の進行

会議は本会設場での総会と，各会議室での委員会ま，ピ

はワーキング・グループの会蔽とが1,」時に進めちれた。

すなわち一次咋品間迎の第 1委員会，製店・半製品の第

2委員会，金融・援助間坦の第 3委員会，，栂連の第 4委

員会，社会上義諸日と発展途上諸国(T)貿易等を扱り第 5

委員会，後発発1代途上諸国および曲に出口をもた図諸国

の間辿を扱う第 6委員会，機構I！瞬を扱う第 lワーキン

グ・グルーフ［低開発囚間地域統合の間題を扱う第 2ワ

ーキング・ゲループ，および技術移転の間頒を扱り第 3

ワーキング・グループと本会議場を含めて， 10;.,）会議が

M時進行し，その上各委員会における ABCl)グルーテ

別の会滋，グルーフ゜相互間の（特に先進国と発恨途上国

の）述絡や接触等々の会議も随時行なわれ， U".¥fCTAD

会義を 1人でフォローすることなどはとても不可龍であ

った。このためもあ.)て， lJNCTAD会蔽ね加者は3OOO

名に達し， 1］本かr）も政府公式伐表だけで70名，新聞記

者，民間オプザーバーを合めると約 100名に達する人々
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が会議に参加した 3 も';とも，わが［且代表団はアメ I)力，

ゾ連、中国をもしのく超大型の代表団でもへたが0

本芸淡は各［月の一般演説が中心であ］：：。大囚の重要

な演心＇「）ときぱ満員となり， ことに中国代表（岡氏民氏）

や，： 7 -西独径済相，ジスカールデス々ン仏蔵相，！レ

（ス・エ千ェベリーア・ :Iキシコ大統領， 1MFシュベ

イツア←ー専務理市，マグ十マ弓世銀総哉導が注目を裕び

+-1-a 

各委員会も，公聞nーホ義においては一般演虚が多く，尖

貨的，；寸義は—t-7ザーバーを許さぬ非公開：こなることが多

かバ，竺上に、 爪要な交；，土は． 7•'1レー→別会議， コン々ク

ト・ 7ループおよび決議案のドラ 7 テ｛ンゲ・ゲルーブ9

でけな＼‘, これを再び委員会にもちかえ．，て決めるとし、

ー）手順でも，た。 これc,から締出されごし‘る，i)れわれに

と ，ごは，牡に会用liかには会議のプオローが困難とな，

だ3 主ピコン＇；クト・ゲループできま｀な 9バ｝，＇「は，伯

叫卜11惰，頂上会談にもちこまれ，少数の各グループ＇の仕

表間で決められた 1l、それでも決まらぬ場合は、ペレス

ケレ 1J十搭渇長，アルメイダ本会義議長等のきわめて少

人数八も，へいるアコンカゲア会議で決めざるを得なし、も

のもあ、た。

そ(/)よりなわけでこ 0「現地報告」も第 3回UNCTAD

び）テーパ＇）全てをカバーすることは困難であ 9―9 、と。また

それぐれしT)テーマにつ＼、ては専門家の報告も発表されて

いる。ここでは，上記 CECLA会議のポ噌hした各文苫，

9月］） （`E（̀IA会議の行な，＇だ第 3回 UNCTADい謡

価などを J::I)ところ；こして．主戎テーマ；こつし、て，」と

してラテン・アメリカの立場から UNCTADい成凩を

ふ i)，いえ'てみることとしたい。

IY 国際通貨金融•投助間函・機構間題

この会義で最も重嬰なテーマと考えられていたもいの

一つは， 1＼IFグ）特別引IIIlし権 (SDR) と発展途 l：国への

援助の ii~"ク間咽でも た。これは周知のごとく国際流

動性削出の一部を援助原資とするアイディアで，第 2回

UNCTADでtすでにとりもげられていたが，今回ぱ，国

際的な迅貨不安と11拌際通貨改革v1)時機におとり，それが

牡に注1]された。 UNCTAI)事務局長の演説 Interna-

timwl Deuclopment Strategy in,4ctionでは，リンク

は叶打こ援助額口増加だけでなく，先進国の発屎途上国へ

の輸出批大を通じての，当該先進国の国際収支閲題を解

泊するサ能性をも.,ており， SDIぶこよる単なる流動性創

出tりもすぐれてし、るものだとさえ述べている (UNC
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TAD文書TD199, p, 15)。

リマ宣言では， 1972年にリンクの制度が実現されるべ

きだとし，また，国連総会で採択された，第 2次国連開

発の10年のための「国際開発戦略」においても， リンク

は適切かづ論理的(logical)であると支持されている。さ

らに UNCTAD本会議でも，マクナマラ世銀総裁，シラ

ー経済相，ジスカールデスタン蔵相などが好意的な発言

を行なっており， リンク問題がこの会議における重要な

成果となることが期待されていたように思われる。

77カ国グループの UNCTADにおける決議案は「 1)

ンクを全面的に支持し， IMFが次の総務会でその実施

に関し必要な技術的研究を撰出するよう要請する」とい

うものであった。しかしながら先進国側には， リンク原

則の承認は時期尚早との考えが強く， 77カ国グループと

先進諸国の決議案は調整できぬまま，ょうやく会諮終了

直前の19日にいたって， 「リンク問題について今回の会

議で表面化した意見に対して IMFの注意を換起し， 1） 

ンクに関する諸提案の全ての側面について検討を行ない

かつ，必要な研究を提出し，できるだけすみやかに，実

現のための決定を行なうよう IMFに要請する」との原

則は認める，しかしながら，決定時期に関するコミット

を避けるという内容の決議案で合意するにいたった。

ところが同日アメリカ代表は本国に請訓した結果，この

妥協案も受容れられないとしたため，結局リンクについ

ての提案の検討および，実現に必要な研究の提出に関す

る部分を分割投票することとなった。この部分について

は，アメリカを含む 6カ国が棄権，賛成65, 反対0とな

った。また，決議全体については，賛成67,反対0'棄

権 1 (Jレーマニア）であった。

結局， リンクの原則の部分については，それに関する

意見に注意を換起するという程度にとどまり，また具体

的行動についてはリンク諸提案の全てについての検討を

続け（この部分は検討の completeから continueに表

現が和らげられた），また決定に必要な研究をできるだけ

早く提出するということにとどまった。このように今回

の決議は 4年前の第2回 UNCTADのときの， リンク

の実現を考慮するよう IMF加盟国に勧告するというの

に比べてさしたる前進はみられなかった。

次に，国際通貨改革への発展途上諸国の参加の問題で

は，ラテン・アメリカははじめ， CECLA第12回決議27

にあるように，世界通貨会議開催の主張をもっていた。

これは，先進国が強い発言権をもち，しかもかなりの発

展途上国，社会主義国が末加盟の IMFとは別に世界通

貨制度を検討する機関をつくろうとするものであった。

リマ宜言でもこの世界通貨会議の可能性を含む，通貨問

題に関する決定に全ての国が参加すべきこと（ユニバー

サリティ原則）を強調していた。

しかるに， 1972年4月に77カ国グループによって，創

設された発展途上国の国際通貨問題に関する24カ国会議

（於・カラカス）では，世界通貨会議の考えは消えさっ

て， IMFは国際通貨制度に関する全ての問題の討議の

ための主要な機構であり，それらの問題の有効な決定の

ための制度であることを認めつつ，国際通貨制度改革に

関する委員会の創設を支持するというように明らかな後

退を示したのである（このため UNCTAD会議におけ

る「参加」問題は発展途上国相互間の合意がかなり困難

であった）。

本間題に関する発展途上国側の決鏡案は上記ユニバー

サリティ（普遍）原則を強調しつつも， IMFを主要な

機構であり云々という上記の点を認めていた。すなわち

「より世界的な機関が設立されるまで IMFを再建強化

し，国際通貨体制を普逼化する可能性を検討する。 20カ

国諮問委員会の創設を支持する」というものであった。

ところが先進国側は，ユニバーサリティ原則に強い抵

抗を示し，本問題はリンク問題と同様アコンカグア会議

に持ちこまれ，結局「できる限り幅の広い参加を得た通

貨体制が望ましく， IMFは世界経済の要請に一層こた

えうるよう発展すべきである」というように後退した。

また， 20カ国委員会の創設に関する諸提案 (aproposal 

から proposalsに変更）に IMFが好意的考慮を与える

よう要請する。ただしアコンカグア会議はそのいかなる

行動も，またそれを採択する手続きも IMFの総務会お

よび理事会の有効性を強化するよう行なわれるべきであ

ることを強調する（すなわち同会議は， IMF総務会の

有効性を損なわぬようにすべきである）こともつけ加え

た。

この決厳は，もとの発展途上国の世界通貨会議を含む

提案と比較すると相当後退したものとはなったが， 20カ

国委員会（しかも， うち 9カ国は発展途上国から選ぶ）

の創設は，従来重要な国際通貨間題の決定が10カ国委員

会によって行なわれていたことに比べれば重要な意味を

もつものといえよう。その後 IMFでは上記決議に従っ

て， 9カ国の発展途上国を含む20カ国委員会が創設され

たのは周知の通りである。また24カ国グループは 9月に

会議を開き，発展途上国側の立場の調整を行なった。

第 3の重要な問題は， UNCTAD,IMF, GATT 3者
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　製品・半製品問題
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間の調整問題，特にそのための恒久的協議機関の問題で

あった。これは， UNCTADベースで， 3恨閑い調整を

行ない， UNCTADの権限強化をもねらったものであっ

た。先進国は恒久的協議機関には反対であり，対立した

まま，アコンカグア公設にもちこまれ，結屈 It:NCTAD 

事務局長か， IMF専務理事， GAT1廓務J"j長と協議し，

その結果を次回貿易開発理事会に報告し同理事会が調

柏の方法を検討しうる上うにする：という，［ふことど主

た。これは，上記協議が実際；こはすでにいないれてお

り，実質的な意味のあまりないものとなることによって

村しく後退した。

この固起は従来の先進国本位］）機関に吋して UN(`

TADを強化しようとする発展途上諸国の一貫した態度

と，これに抵抗する先進国側の抵『Lの好例で｝:~ て，こ

れは UNCTADの強il問題（ワーキング・'!｝レープ I)

とも密接に関連している。ラテン・アメリカ諸国（特に

fラジJし）は，もと i，とCECLA沼］2回決袴こみられる

.tうに l:N(‘TADを貿易開発国際機溝にふ辻強化する

ことを主張していた。この決議は77カ国会厳を経て，第

1ワーキンゲ・グJレージ'°でももら出された仇先進諸Il 

0)反対が強く，強行に決にもちこまれるこ：：：ど↓より，＇人

進諸国 (Bグループ）は全て反対した。

ラテン・アメリカはごのほか，原則的な改革を強く茫

求し，先にのべた CI.:し̀LAの祈9ぶ則の氾加、また；

キシコ大統領の経済関係の権利義務憲章（その検討に関

する決議は本会議で賛成90,反対20で採択された）など

i/)理想を持，｝ていた。

この背最としては，まず設立後 8年を経たUNCTAD

の限界が成じられつつあり，それを打破しなければなら

ないという衿えが弥くなっており，さらに以近の国連第

2次闇発の10年の検討・機構の役割を果たすこと，それに

73年 GATT通商交渉や先述の国際通貨改革問題に発展

途上国0)刊益を反訣ざせることを UNCT,¥I)を通じ：

やろうとする意図があって，上記のようなUNCTAD機

構の強化または改革を求める発展途上国側の圧力が強ま

’'たためで力）った。これに対して九進国側は，数でおL

きられる UNCTADの強化をきらい，むしろ OECD

を通じ， GATTを従来通り，国際貿易の中心機関に据

えること（たとえば OECDに提出された ReyReport), 

等の線を打ち出してきており，発展途上国側の意向との

対立を避けられなかったわけである。

もっとも UNCTJ¥I)機構問題については，発展途J
国間の見解の相違も強く， リマの方力国会命りときから
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問題となっていた模様であり，一部アフリカ諸国は，貿

易開発国際機関凸屈義案には反対の態度をとった，2

次に援助関係に簡単に触れておこう。発展途上国の累

積債務問題はいよいよ深刻化しつつあるが，それにもか

かわらず今回の UNCTAl）で1まこの分野にはほこんど

前進はみられなかった。

UNCTAD発展途上国グループは，あらかじめ援助の

概念＇）中から民間投資およひ酬廿クレ，「ィットを 1土ぎ，

また1し丘途上国からの利子支払い分を控除する（この方

式で援助目標も計算する）という要求を提出し，それは

貿易IJ廿発理事会に，第2次国、lI□1月発の10平の戦略丈／也cf)

議諭だ仕備するこいこ，援助l!）概念と 1ltii(を検討ずる）、

う指示するという決議となった。

托［り品額をGN!＼□1％とする目標を7巳月までに述成：ず

きぬ心合， 75年までにそのII位を達成するよう努力す〇

こと，および政府聞発援助を1970年代中頃までに0.7％ま

でり1ざしげることを内容とする決議は， イギリスおよび

共産ばeパ棄権・也は託成で五択された。こ、いま第2次口壮連

開発の10年の戦略で採択された目標と同じものである。

また守 1回 UNCTAD以末の補足耐店1月題（国1今通

貨政こに伴う補偵と i士異な，）、これにば加こ決議ぅ；いな

われた）についても，前進がみられなかった。ほかに援

助条件の緩和，外国民間資本の発展途上国への投資，紐

付ざ玉）りの廃止い｝J向，発阿i直上国か〗り資金流］J] し')IUJ

題（累積債務の支払い問題）などが討議された。

V 製品・＇日閲品問題

この分野で最も重要な問題は特恵であるが，ここでの

成1几ぱ，常設，Jう］り恵特別委員会が U]¥CTADのもとに

設忙されたことで点ろう。［かし発展唸上国側の芍恵[iJ!J

度の改善の要求は，決議では先進国側は改善の各項目に

コミヽ ‘｝卜せずにIfに考慮する， という）［グでの妥協力江臼立

しだ主た発展途K国側に上，＇，て考え：いたような上氾..... 
特恵特別委員会を協議および交渉を行なう場とするとい

う主張が，単に協議のみにおきかえられたn

]古］知りごとく米国は特恵を土施していないが，これ1こ

対する非難は予想したほど強いものとならず，特恵実施

に関する決議は何ら未実施国にコミットせず，単に，そ

のよりな状況1こ対する深V没慮を表明すろというりにと

どまった。米国のような末実施国があるため，実施国に

対して実施諸国に対する特恵制度の不備を非難し，改善

を要ドする声iiijかものとならざるを得なかった。

特忍は，ラテン・アメ IJガ側の圧力に上ってアメリカ



　一次産品問題
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主だ「NCl\＼l）市務 □はそのための文書を準 f•ii1するし

し、レ-l -一，どでかる力又そり）内容り決議を， 上うやく最終「I

に行忙りことカミできだ， Lピが，、て， 今r,,J会議では本間

園における前遺ばなく，］97:l年はじめに隅僧を予定［て

¥‘る卜-記委員会に実質的決定を延ばす形とな，9 ，｝こc

次に、モ！ 4］'レチャー経済状態にえ＂る発展途上同の経

済名様化とし、うテーマも、その達成のためり）先遣[J~ り貸

釘笈助（多様化基金＼に開して合打が成立しなかハだ，ピ

＼八関心を集めた滋的であ 9,？こにもかかわらず釘 I＼の罰

遺i¥1[｝, -9れ忙か，／ピ3

'も l委員会ではこいほか、天処庄品の競争力， 次廂~

闊1])市JJ,;1；流通組織翰廿！振嗅海底直！東の開発などし！）テ

ーでが討滋され、':-:o
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V11 第 3回UNCTADに対するラテン・

アメリカの評価

既述のごとく，さる 9月に開かれた第14同CECLA会

義は第 3回 UNCTADの成果を検吋し，ラテン・アメ

リカの立場から次のような評価を行九，ている。

巾要な成果と考えられる｝！！、どして，これ主で UNCT

ADがとりあげたことのなかった，通貨改革や GATT

貿易交渉への発展途上国の参加がはじめてとりあげられ

たこと，またラテン・アメリカ諸国が主唱してきた，経

済関係の権利義務憲章の検討が開始されたことをあげて

いる。また本稼では触れる余裕がなかったが，後発発展

冷日．止l，海への出口を持たむ諸国内だめグ）決議，さらに

貿易と開発のための機構の整陥などに1人るべきものがあ

，＇たとしている。

しかしながら，ほとんど成'+':の得られな／）ヽ った分野と

しC, ・次産品，製品・半製品おtび授l力の分野をあ

げ，特に市場アクセス改善，価格安定，代替品との競合

問題，非関税障墜，産業多様化の問題，援助総額と援助

条件，対外債務累積問題に強い不満をもっているという

ことなどが挙げられている。

それにもかかわらず， UNCTAf)は経済発展の重要な

諸I:｝］姐を討議し，その解決を見出す竺めし＇）適切な機構と

しての役割をもつことが再び確認され，そしてそれは発

展途上国が国際経済問題へのぢ)JIIを確何こし：いくための

屯要だ機構であることが明らかにされ，ぐ二したがって

UNCTADは常に注目される必要があり，その際には，

経済権利義務憲章や，国際貿易開発機構設置の提案，さ

らに今回導入された機構上の改善の重要性が強調されな

ければならないとしている。

次に挙げておくべき興味深い、点としでま，アジア・

了フリカグルーフ゜とラテン・アメリカク，レープの協調の

間題である。発展途上国相互間の立場Ol相違がかなりあ

らわれていたことはすでに述べたが， CECLAは77カ国

グループの重要性を再確認するとともにこのグルーフ゜

の運営において最近生じている問題を憂慮しており，

CECLA諸国は77カ国グループの運営改善のために寄与

することを固く決心しており，アジア・アフリカ諸国も

同様の寄与を行なうことが重要だと考えるとしている点

である。

さらに CECLAは今後の行動方針を採択しているが，

そのなかで重要だと思われるのは，まず上に述べた他の
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発展途上国（特に後発発展途上国）との関連で，後発国

への援助に優先を与えるのはよいが．それは，これまで

の援助量を再配分すべきではなく，援助量の拡大をもっ

て行tょぢべきだとしている。

主た，次同の一次産品委員会を特に直要なものと考え

ていること，アメリカが早急に特屯実施を行なうぺきこ

となどを強調している。さらに． 197:l年の GATT通商

応心に対してラテン・アメリカの利益を反映させるよう，

特に決議を行なった。

この第14回 CECLA会議も UNCTADと同じサン

チャゴで，約半年後に行なわれた。しかしその時サンチ

ャゴは，激しいインフレ，物資不足，政治不安にみまわ

れていた。だしかに UNCTADi受に経弁が破たんに向

うといり声がもったが，それが現実と tc•J, l TNCTAD 

後3カ月にして60％をこえる通貨の大園旧下げ，これに

引きつ・＇［ぎ月 20％のインフレが続いており，公式径表の

物価卜昇fは1月から10月までに 130バーセントを記録

し，食料品，必需物資の不足がめだちはじめ，買物の列

が絶えなくなった。その上10月には運送業者，小売商等

の全国ストが約 1カ月もつづき，戒厳令がしかれ，内閣

総辞職へと追いこまれ， 3軍の軍人が入閣するという政

沿・ド安がつぺし、た。

見界の貿刈I開発問題の討議の場を捉供したチ IJは，今

国際収支(!)悪化、対外債務の累積などの問嬰こいよいよ

深刻に悩主されている。 UNCTADい紐かい吋議や，多

数区）内議が何ちがの効果としてやがて現われてくること

が期待されてはいるが相変らず貧しく，今また予想もし

なかった激しいインフレにみまわれたチリの庶民には，

UNCTADはあまりにも縁遠いものであったように思わ

れる。

(ECLA職員）
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